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補助制度の概要

本補助金
の目的

令和８年春に賃上げを実施する（実施することを決断した）企業が、今後
も持続的な賃上げと成長を実現できるよう、企業の「稼ぐ力」の強化（生産
性向上や収益力強化）を支援するものです。

公募
スケジュール

申請受付開始日 令和８年２月２０日（金）
受付締切日 令和８年４月３０日（木）【当日消印有効】

申請方法 補助金事務局宛てに郵送

事業実施期間
交付決定以降

令和９年１月２９日（金）まで

１．はじめに

 深刻な人手不足や物価高により、県内企業が厳しい環境にある中、先般の最低賃金
引き上げへの対応に加え、令和８年春、そして今後も継続的な賃上げが求められる
状況にあります。

 物価高騰など厳しい状況下においても、賃上げを行い（又は継続し）、生産性向上
や収益力強化に取り組む中小企業・小規模事業者を支援します。

事業概要
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補助対象事業者・補助率・補助金額
２．補助対象事業者

 石川県内に本社または主たる事業所を有する中小企業者（小規模事業者含む）
であること

2

補助対象事業者 補助率 補助金額

中小
企業者

製造業・その他 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下
または常時使用する従業員の数が300人以下

2/3 （上限）

600万円

（下限）

30万円

卸売業 資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下
または常時使用する従業員の数が100人以下

小売業 資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下
または常時使用する従業員の数が50人以下

サービス業 資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下
または常時使用する従業員の数が100人以下

上記中小企業者のうち、以下に該当する者を小規模事業者とします。

小規模
事業者

商業・サービス業
（宿泊・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数が 5人以下

3/4サービス業のうち
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が 20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数が 20人以下
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賃金引上げ要件①
３．補助対象要件

一人当たり平均給料とは

 賃上げ対象期間（令和８年１月１日から令和８年９月３０日）の間に、
一人当たり平均給料を、令和７年１２月支給分と比較して４％以上増加させること。
※ただし、令和７年度中に大幅な賃上げを実施した企業を支援する観点から、

       令和７年１月１日から令和８年９月３０日までの間に一人当たり平均給料を、
令和６年１２月支給分と比較して８％以上増加させた場合も対象とします。

一人当たり平均給料は、
「給料／全従業員数」で算出します

全従業員数
の定義

雇用保険に加入している者（事業所別被保険者台帳に記載されている者）
・役員・時短勤務者（1週間当たりの所定労働時間が20時間未満等）は含みません。
・賃上げ対象期間の前と後の両期間に在籍する従業員を対象として算定します。
 ※役職定年制度等の理由により、前年度から著しく給与の減少があった従業員は、
算定から除くことを認めます。

給料の定義
基本給のみが対象
・諸手当（職務手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、時間外勤務手当等）、
 福利厚生費、賞与、退職金は除きます。
・時間給の労働者がいる場合は、月給の労働者も含め時間給を対象とします。 3



賃金引上げ要件②
３．補助対象要件

賃上げ対象期間前後での比較方法（具体的な事例）

≪例１≫ 令和８年５月に４％の賃上げを実施する場合

≪例２≫ 令和７年９月に５％の賃上げを実施し、令和８年５月に３％の賃上げを実施する場合
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賃上げ前 令和7年12月支給分 賃上げ後 令和8年5月支給分
社員氏名 基本給（円） 社員氏名 基本給（円）
A職員 200,000 A職員 210,000
B職員 230,000 B職員 240,000
C職員 220,000 C職員 230,000

一人当たり平均給料 216,667 一人当たり平均給料 226,667
賃上げ率 (226,667-216,667）/216,667*100＝4.615％

賃上げ前 令和6年12月支給分 賃上げ後① 令和7年9月 賃上げ後② 令和8年5月支給分
社員氏名 基本給（円） 社員氏名 基本給（円） 社員氏名 基本給（円）
D職員 250,000 D職員 263,000 D職員 271,000
E職員 260,000 E職員 273,000 E職員 282,000
F職員 265,000 F職員 279,000 F職員 284,000

一人当たり平均給料 258,333 一人当たり平均給料 271,667 一人当たり平均給料 279,000
賃上げ率 (279,000-258,333）/258,333*100＝8.000％



賃金引上げ要件③
３．補助対象要件

賃上げ対象期間前後での比較方法（具体的な事例）

≪例3≫ 令和７年９月に８％の賃上げを実施し、令和８年度は賃上げを実施しない場合

≪例4≫ 令和７年１０月に４％の賃上げを実施し、それ以降は賃上げを実施しない場合
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賃上げ前 令和6年12月支給分 賃上げ後 令和7年9月支給分
社員氏名 基本給（円） 社員氏名 基本給（円）
G職員 250,000 G職員 270,000
H職員 260,000 H職員 281,000
I職員 265,000 I職員 286,500

一人当たり平均給料 258,333 一人当たり平均給料 279,167
賃上げ率 (279,167-258,333）/258,333*100＝8.064％

賃上げ前 令和6年12月支給分 賃上げ後 令和7年10月支給分
社員氏名 基本給（円） 社員氏名 基本給（円）
J職員 250,000 J職員 260,000
K職員 260,000 K職員 271,000
L職員 265,000 L職員 276,000

一人当たり平均給料 258,333 一人当たり平均給料 269,000
賃上げ率 (269,000-258,333）/258,333*100＝4.129％

この場合は、2年間
での8％要件を満た
していないので補助
対象となりません。



経営計画策定要件①
３．補助対象要件

認定経営革新等支援機関

 商工会・商工会議所、認定経営革新等支援機関とともに経営計画を策定し、持続的
な賃金の引上げのために、生産性向上や収益力強化に取り組むこと。
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経営計画策定要件②
３．補助対象要件

経営計画の策定
【経営計画全般】

具体的に記載されていれば、形式は問いません。
図表等は必ずしも入れる必要はありません。
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【1.企業概要】
会社の経営状況、売り上げの状況、顧客の状況、製品やサービスの
提供内容などを記載。
現在の経営課題（悩み）を具体的に記載。

【2.自社や自社の提供する商品・サービスの強み】
自社や自社の商品・サービスが他社に比べて優れていると思われる点、
顧客に評価されている点を記載。

【3.今回の補助事業を踏まえた今後の目標と経営方針】
1.と2.で記載した内容を踏まえ、今後どのような経営方針や目標を
持っているのか可能な限り具体的に記載。
方針・目標を達成するために今回の補助事業がどのように寄与するのか
具体的に記載。



補助対象事業について
４．補助対象事業

 補助対象となる持続的な賃上げや付加価値の拡大につながる、生産性向上や収益
力強化を図る事業（取組）の具体例は、以下のとおりです。

生産性向上
・

収益力強化
を図る事業

○自動ロボットアームを導入し、生産プロセスを省力化

○旧型機械を省エネ・高効率の機械に更新

○販路開拓のための展示会への参加、ウェブ広告の掲載

○倉庫内の搬送を無人搬送車で自動化

○無人レジ・セルフレジの導入

○デジタルサイネージで情報更新を自動・効率化

○販売・在庫管理システムを導入し受発注をデジタル化
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補助対象経費について①
５．補助対象経費

以下、13項目が補助対象となる経費です

 補助対象経費は次の①～③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定出来る経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠書類等によって支払金額が確認出来る経費

❶施設等
整備費

補助事業のために使用される事務所・生産施設・加工施設・販売施設・共同作業場・
倉庫等事業計画の実施に不可欠な建物の建設・改修に要する経費
例）・生産施設、加工施設、販売施設、共同作業場、倉庫等の建築

・コンテナや倉庫の設置（工事費用・内装外装費用等含む）
・販売所等の内装の変更

❷システム
構築費

補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム・ウェブサイト・ECサイト
等の開発、構築、購入、借用、運用等をするために要する経費
例）・生産性向上に必要な商品・サービスの受発注システムの構築費

・新たな顧客獲得など、収益力強化のために必要なECサイトや予約・顧客管理システムの構築費
・職場の環境整備に必要な労務管理システムの構築・導入費

❸研修費
従業員の資格取得研修、マナー研修、業務に必要な各種研修等に要する経費
例）・従業員が外部研修を受ける際の受講料・旅費等に要する経費

・従業員のために講師を呼んで実施する研修に係る講師謝金や会場費等に要する経費
9



補助対象経費について②
５．補助対象経費

❹広告宣伝・
販売促進費

提供する製品・サービス等に係る広告（パンフレット、動画、写真等）の作成及び
媒体掲載、展示会出展等に要する経費
例）・チラシ・カタログの外注や発送

・インターネット広告、バナー広告、商品販売のための動画作成
・他者の既存ECサイトサービス等の利用に係る費用
・展示会への出展に係る経費（出展費、宿泊代、移動費）

❺専門家経費 補助事業のために依頼した専門家に支払われる経費（謝金及び旅費）

❻新商品
開発費

新商品の試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良等に要する経費
例）・新製品・商品の試作開発の原材料の購入

・新たな包装パッケージに係るデザイン費用

➐機械設備・
備品購入費

補助事業のために必要な機械設備、備品の購入に要する経費
（文房具等の消耗品、単なる取替え更新などは対象外）
例）・省力化のための生産機械

・机・椅子・陳列棚・皿・コップ等の什器、レジスター、冷蔵庫、工具類等の購入費
・新たなサービス提供のための製造・試作機（特殊印刷プリンター、３Dプリンター含む）

※汎用性があり、目的外使用になり得るもの（パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、
テレビ、スマートフォン、カメラ、ＰＣ周辺機器）は、いずれか１台のみを補助対象とし、補助額の

     上限は10万円という条件で補助対象と認めます
10



補助対象経費について③
５．補助対象経費

❽借料 補助事業のために必要な施設・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

❾車両購入費
補助事業のために必要な車両の購入費
※補助額の上限50万円、申請台数は1者につき1台、他の経費とセットでの申請、外形的に事業用に

     使用することが明確なこと（車体に企業名、屋号等が明示等）という条件で、補助対象と認めます。

❿サービス
         利用費

補助事業のために利用する民間の各種サービス利用に関する経費
例）・求人サイトの掲載料

・クラウドサービスの利用料等

⓫運搬費 補助事業のために必要な機材等の運搬に要する経費
例）・工場の動線変更に伴う工作機器、大型備品等の運搬に係る経費

⓬施設・
設備処分費

補助事業のために事業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有す
る施設・設備等を廃棄・処分するのに必要な経費等
例）・既存事業において使用していた施設・設備等の解体・処分費用

・既存事業において借りていた施設・設備等の返却時の修理・原状回復費用

⓭その他経費 上記①から⑫に該当しない経費であって、補助事業のために必要な経費で、事務局
と協議のうえ認められた経費
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補助対象経費について（対象外経費）
５．補助対象経費

補助対象外
経費

○販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
（販売商品の仕入費用等）

○ 補助事業の目的に合致しないもの

○ 必要な経理書類（見積書・請求書・領収書等）を用意出来ないもの

○ 事務用品等の消耗品

○ 公租公課（消費税、地方消費税等）

○ １取引１０万円（消費税抜）を超える現金支払
補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。

※その他、補助対象外となる経費は、公募要領（P17～18）を参照

 以下の経費は補助対象となりませんでご注意ください。
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交付申請について
６．交付申請時の提出書類

 申請受付締切：令和８年４月３０日（木）【当日消印有効】
 以下の必要書類を揃え、補助金事務局に書類一式をご郵送ください。
 申請時点で賃上げ未実施（賃上げを実施する計画）でも申請可能です。

交付申請の提出書類

①補助金交付申請書（第1号様式）
申請書、企業情報を記載いただく様式

②補助事業計画（第1号様式 別紙１）
事業計画、経費明細、補助金申請額を記載いただく様式

③経営計画（第1号様式 別紙２）
商工会・商工会議所、認定経営革新等支援機関とともに策定する様式

④宣誓・同意書（第1号様式 別紙３）

⑤役員等名簿
⑥事業実態の分かる書類
法人：「直近の決算書」又は「法人税申告書」等の写し
個人：「直近の確定申告書」の写し

⑦見積書、カタログ等
経費ごとに金額確認できる書類 ※税抜単価が100万円以上の経費は相見積もりが必須です

（⑧業者選定理由書）
税抜単価が100万円以上で、2者以上からの見積書の提出ができない場合に提出

全てのシートに
記載例があります
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実績報告について
７．実績報告時の提出書類

 実績報告は、補助事業完了から１か月以内（賃上げ実施前であれば賃金改定後）
または、令和９年２月１２日（金）のいずれか早い日（土日祝日含む）までに以下
の必要書類を揃え、補助金事務局に書類一式をご郵送ください。

実績報告の提出書類
①補助金実績報告書（第５号様式）

②補助事業実績（第５号様式 別紙１）
事業の実績と経費の支払実績を記載いただく様式

③賃上げ実施報告書（第５号様式 別紙２）
賃上げ前と賃上げ後の従業員名・基本給等を記載いただき、
賃上げ要件を満たしていることを確認する様式

④賃上げ後に出力した「事業所別被保険者台帳」
⇒公共職業安定所に請求することで入手できます

⑤賃上げ前（R6.12支給分またはR7.12支給分）と
賃上げ後の「賃金台帳」
※賃上げ対象となる全従業員分の提出が必要ですが、
全従業員分がまとまっている総括表の提出でも可

⑥精算払請求書（7号様式）

⑦取組事業の成果物見本や写真等

⑧支出ごとの証拠書類
   発注書または契約書、納品書、請求書等、経費ごとに
定められる必要書類（募集要領を参照）

⑨振込口座情報の分かる書類
通帳の写し等

○旅程明細
※補助対象経費に旅費がない場合は提出不要

○原材料受払簿
※補助対象経費に原材料の申請がない場合は提出不要
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実績報告について
７．実績報告時の提出書類

賃上げ率の確認（賃上げ実施報告書の記載内容）

15

入力の必要があるのは薄黄色のセルのみです

賃上げ率が
4%以上、または、8%以上
であることを確認します

賃上げ前、賃上げ後、それぞれのシートに必要事項を入力すると
賃上げ実施報告書に自動反映される仕組みになっています



８．本補助金のスケジュール

スケジュール
R6 R7 R8 R9

12月 1月～12月 1月～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

賃上げ
対象期間

申請
受付期間

事業実施
期間

実績報告
提出期限

R8.2.20～
4.30まで

交付決定後 ～ R9.1.29まで

事業終了1カ月後(賃上げ実施前であれば賃上げ実施後）

または R9.2.12 のいずれか早い日まで

①R8.1.1～R8.9.30 ⇒ ４％の賃上げ
R7.12月が比較月

②R7.1.1～R8.9.30 ⇒ ８％の賃上げ
R6.12月が比較月

16※補助金の支払いは、事業期間終了後、精算払（後払い）となります。



◎ ワンストップコールセンターを開設し、本補助金のご案内に加え、
    各種賃上げ支援施策に関するお問い合わせに対応します。
◎ 補助金の申請サポートや経営計画に関する相談については、
商工会議所・商工会・ISICO 等の支援機関や専門家と連携し、
対面での相談対応も可能です。

    ご希望の場合はワンストップコールセンター（下記お問い合わせ先）へご連絡ください。

９．ワンストップ窓口

ワンストップコールセンターのご案内

17

石川県賃上げ事業者支援センター
TEL ０１２０－５００－９１２
（受付時間：平日10時から17時まで）

【補助金特設サイト 】
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